
◎基礎疾患を有する方とは 
 

１．以下の病気や状態の方で、通院／入院している方 
 
・ 慢性の呼吸器の病気 

・ 慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

・ 慢性の腎臓病 

・ 慢性の肝臓病（肝硬変等） 

・ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発してい 

る糖尿病 

・ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

・ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫

瘍を含む。） 

・ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

・ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障

害等） 

・ 染色体異常 

・ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した

状態） 

・ 睡眠時無呼吸症候群 

・ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者 

保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療 （精神通院医療） 

で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害 (療育手帳を所 

持している場合) 
 

２．基準（BMI ３０以上）を満たす肥満の方 
 
※ BMI=体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（m） 

※ BMI３０の目安：身長１７０ｃｍで体重８７ｋｇ、身長１６０ｃ

ｍで体重７７ｋｇ 
 
 
 
 
 
 
 

「別 紙」 



◎高齢者施設等の従事者の範囲 
 
○ 介護保険施設（介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護・介護老人保健施設・介護医療院） 

○ 居住系介護サービス（特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入

居者生活介護・認知症対応型共同生活介護） 

○ 老人福祉法による施設（養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホ

ーム） 

○ 高齢者住まい法による住宅（サービス付き高齢者向け住宅） 

○ 生活保護法による保護施設（救護施設・更生施設・宿所提供施設） 

○ 障害者総合支援法による障害者支援施設等（障害者支援施設・共同生

活援助事業所・重度障害者等包括支援事業所＜共同生活援助を提供する場合

に限る＞、福祉ホーム） 

○ その他の社会福祉法等による施設（社会福祉住居施設＜日常生活支援

住居施設を含む＞・生活困窮者・ホームレス自立支援センター・生活困窮者一

時宿泊施設・原子爆弾被爆者養護ホーム・生活支援ハウス・婦人保護施設) 

 

【高齢者施設等の従事者に含まれる在宅サービス】  
＜居宅サービス（介護＞ 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、介護看護 

夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問、居宅療養管理指導 

地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援 

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与 
 

※各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介

護予防ケアマネジメント）を含む。 
 

＜訪問系サービス（障害）＞ 

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、短期入所、 

重度障害者等包括支援（訪問系サービス等を提供するもの）、生活介護 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 
 

※地域生活支援事業（訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中 

一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業）を含む。 


